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【手続補正書】
【提出日】平成27年5月8日(2015.5.8)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ガラス基板の主表面に薄膜が形成されてなるマスクブランクにおいて、
前記薄膜が、タンタルを含有し、かつ水素を実質的に含有しない材料からなり、
前記ガラス基板の主表面と前記薄膜との間に、前記ガラス基板から薄膜へ水素が侵入する
ことを抑制する侵入抑制膜を備えることを特徴とするマスクブランク。
【請求項２】
　前記侵入抑制膜が、タンタルおよび酸素を含有する材料からなることを特徴とする請求
項１に記載のマスクブランク。
【請求項３】
　前記侵入抑制膜が、酸素を５０原子％以上含有することを特徴とする請求項２に記載の
マスクブランク。
【請求項４】
　前記侵入抑制膜が、Ｘ線光電子分光分析におけるＴａ４ｆのナロースペクトルの結合エ
ネルギーの最大ピークが２５ｅＶ以上である材料からなることを特徴とする請求項２また
は３に記載のマスクブランク。
【請求項５】
　前記侵入抑制膜が、ケイ素および酸素を含有する材料からなることを特徴とする請求項
１に記載のマスクブランク。
【請求項６】
　前記侵入抑制膜が、ケイ素と酸素の比率が１：１～１：２である材料からなることを特
徴とする請求項５に記載のマスクブランク。
【請求項７】
　前記侵入抑制膜が、金属の含有量が５原子％以下である材料からなることを特徴とする
請求項５または６に記載のマスクブランク。
【請求項８】
　前記侵入抑制膜が、ガラス基板の薄膜が形成される側の主表面に接して形成されること
を特徴とする請求項１から７のいずれかに記載のマスクブランク。
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【請求項９】
　前記ガラス基板の薄膜が形成される側の主表面の表面粗さが、Ｒｑで０．２ｎｍ以下で
あることを特徴とする請求項１から８のいずれかに記載のマスクブランク。
【請求項１０】
　前記薄膜が、タンタルおよび窒素を含有し、かつ水素を実質的に含有しない材料からな
ることを特徴とする請求項１から９のいずれかに記載のマスクブランク。
【請求項１１】
　酸素を６０原子％以上含有する高酸化層が、前記薄膜の表層に形成されていることを特
徴とする請求項１０に記載のマスクブランク。
【請求項１２】
　前記薄膜が、ガラス基板側から下層と上層とが積層する構造を有し、前記下層が、タン
タルおよび窒素を含有し、かつ水素を実質的に含有しない材料からなり、前記上層が、タ
ンタルおよび酸素を含有する材料からなることを特徴とする請求項１から９のいずれかに
記載のマスクブランク。
【請求項１３】
　酸素を６０原子％以上含有する高酸化層が、前記上層の表層に形成されていることを特
徴とする請求項１２に記載のマスクブランク。
【請求項１４】
　請求項１から１３のいずれかに記載のマスクブランクの薄膜に転写パターンが形成され
ることを特徴とする転写用マスク。
【請求項１５】
　請求項１４に記載の転写用マスクを用い、半導体基板上のレジスト膜に転写パターンを
露光転写することを特徴とする半導体デバイスの製造方法。
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